
鞍ケ池公園園内トイレ清掃業務委託仕様書 

 鞍ケ池公園園内トイレ清掃業務委託は、この仕様書に従って実施するものと

する。この仕様書は、作業の大要を示すものであるが、委託者が美観上または

管理上必要と認める軽微な作業については、この仕様書に示さない事項でも委

託者の指示に従って、指定管理料の範囲で実施するものとする。 

 委託業務名 鞍ケ池公園園内トイレ清掃業務委託 

 委託場所  豊田市 矢並町ほか 地内 

１ 清掃場所及び清掃回数は、別紙「園内トイレ一覧表」のとおりとし、次の

各号を考慮し清潔な状態にするものとする。 

（１）清掃作業は、２名で午前９時から午後３時３０分（休憩１時間）の間に

実施すること。なお、ＰＡ園地トイレの午後の作業は午後２時以降に実施

すること。 

（２）清掃範囲は、建物の床、壁、天井、照明器具、便器、汚物入れ、鏡（目

皿含む。）おむつ台交換台、手洗い場ほかとする。 

（３）衛生器具（小便器、大便器、手洗器等）は洗剤を使用し、タワシやスポ

ンジ等で器具全体の汚れを取り除き、臭気が残らないよう清掃すること。 

（４）簡単な排水管詰まりは、適正な器具や薬品（便器及び便槽に支障のない

ものとする）を使用して通水の確認をすること。 

（５）トイレ床は、週１回程度ゴミを除去後に水洗いを行い、水気を残さない

ようにすること。汚れが著しい場合は、原則洗剤を用いて汚れを落として

から水洗いを行うこと。ただし、汚れている場合は随時実施すること。 

（６）天井及び内外壁面の蜘蛛の巣は、設備の破損、漏電に十分注意し、でき

る限り除去すること。 

（７）トイレットペーパーは、委託者が指定期日に支給するものとし、予備を
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含めた適当な数を各トイレに補充すること。 

（８）破損個所や設備の不具合などがあった場合は、監督員へ速やかに報告す

ること。 

（９）水洗いする箇所は汚れが他に飛び散らないように、ガラス面及びスチー

ル製品等は傷がつかないよう留意すること。 

（１０）清掃時に発生したゴミは、分別し、指定保管場所に留め置くこと。 

２ 作業報告書の提出について 

・報告書は、毎月、日報及び写真を添付し、遅滞なく提出すること。 

３ その他 

 この仕様書に定めのない事項が生じた場合は委託者、受託者双方協議の上決

定する。 






